世田谷区ＤＸ推進担当部ＤＸ推進担当課長あて

参　加　表　明　書

提出日：　　　　　年　　月　　日
所在地：
事業者名：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
部署名：
担当者名：
連絡先電話：
メールアドレス：
「「せたがやPay区民認証」及び「東京アプリ生活応援事業」実施に伴う高齢者等への操作支援業務委託」にあたり、本件説明書・提案要求資料に記載の留意事項を遵守するとともに以下の参加資格を満たすことを誓約し、関係資料を提出します。 
1． 参加資格
以下の全てに該当する法人であること。（チェックボックスにチェックを入れてください。）
	1
	本書の提出期限までに世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
	☐
	2
	地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項（同令第 167 条の 11 第 1 項において準用する場合も含む）の規定に該当しないこと。
	☐
	[bookmark: _Hlk128146000]3
	世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
	☐
	4
	会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
	☐
	5
	都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
	☐
	6
	(財)日本情報経済社会推進協会 「プライバシーマーク」の認定または ISO／IEC27001、または JIS Q 27001 の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度」認証を受けていること（更新・変更申請中を含む） 。
	☐
	7
	暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者でないこと。
	☐
	8
	令和3年度以降に、官公庁におけるコールセンター又は操作支援業務（受付業務含む）に係る実績（契約実績とする）を有すること
	☐
	9
	「「せたがやPay区民認証」及び「東京アプリ生活応援事業」実施に伴う高齢者等への操作支援業務委託事業者審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
	☐
	10
	コンソーシアムで参加する場合は、次に掲げる要件を全て満たすこと。
①代表構成員及び構成員が要件1～9全てを満たしていること
②代表構成員が、本業務全体の統括を担う能力を有すること
※単独法人として参加表明書を提出した後は、新たに代表構成員や構成員としてコンソーシアムを組成して参加表明書を提出することはできない
※コンソーシアムとして参加表明書を提出した後は、新たにコンソーシアムの構成員を追加することや、単独法人として応募することはできない
	☐

· なお、5、6及び8については満たしていることを示す資料を添付すること	
2． 参加表明書受付期間及び提出方法
（1） 期間
令和８年４月２３日（木）午後５時（必着）
※土・日曜日、祝日を除く、9時～17時
（2） 提出先
部　　署：世田谷区ＤＸ推進担当部ＤＸ推進担当課
住　　所：世田谷区弦巻２丁目23番１号（事務センター）
担　　当：深山、喜多
提出方法：本紙に必要事項を記載のうえ、上記の提出先に持参または郵送により提出すること。
連絡先：電話　03-3439-1511
